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成城大学特別任用教員規程 

 

平成20年12月16日 

制定 

  

 

 改正 平成22年12月６日 改正 平成23年12月20日 改正  

   平成25年３月１日 改正 平成26年２月４日 改正  

   平成28年11月29日 改正 平成29年８月１日 改正  

   平成29年12月14日 改正 令和３年３月４日 改正  

   令和４年１月25日 改正    

 

（目的） 

第１条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第82号）第５条第２項の規定

に基づき、成城大学（以下「本学」という。）の教育及び研究の活性化を図るために、任期を定め

て任用する特別任用教員（以下「特任教員」という。）について、必要な事項を定める。 

（資格要件等） 

第２条 特任教員は、担当分野における、優れた知識及び経験を有する者、又は特殊な技能に秀でて

いる者で、かつ大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者で

なければならない。 

２ 学校法人成城学園就業規則（以下「就業規則」という。）第13条第２号から第４号までの規定に

より退職した者及び第４条第３項の規定に基づき特任教員を辞した者は、特任教員となる資格を有

しない。ただし、教職課程における科目担当者については、この限りではない。 

（担当科目等） 

第３条 特任教員の担当科目等に関する事項は、別表１に定めるとおりとする。 

（任期等） 

第４条 特任教員の任期は、原則として３年とし、本学が必要とする場合、３回を限度として再任で

きるものとする。ただし、この規定は、特任教員を任期の定めのない本学専任教員の選考対象に加

えることを妨げるものではない。 

２ 学校法人成城学園（以下「本学園」という。）は、前項に基づく任用及び再任を行う場合、当該

任用される者との間で、別表２の様式による同意を得た上で雇用契約を締結する。 

３ 就任後１年以上経過した特任教員は、理事長に申し出ることによって、雇用契約を解除し退職す

ることができる。 

４ 特任教員は、本学園就業規則第15条の規定にかかわらず、満65歳を超えた者でも任用できるもの

とする。ただし、任期中に満70歳に到達する場合の任用期間は、満70歳に到達する年度の３月末日

までとする。 

５ 第１項の規定にかかわらず、学園との間で有期労働契約を締結した期間を有する場合、任期は当

初の採用日から起算し全ての有期労働契約期間を通算して10年を超えないものとする。ただし、締

結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の契約期間の初日との間に、

これらの契約期間のいずれにも含まれない期間（以下「空白期間」という。）が６月以上あるとき

は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。 

６ 前項の規定は、平成25年４月１日以降に締結された有期労働契約を対象とする。 

（処遇） 
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第５条 特任教員の職位は、「成城大学教員任用規則」に準じて定める。また、任期中の業績等によ

り昇任を認めることができる。 

２ 本学園就業規則は、この規程及び別に定める細則等に定めのある場合を除き、特任教員に適用す

る。 

３ 特任教員の給与は、別に定める「成城大学特別任用教員給与規程」による。 

４ 特任教員には、退職手当は支給しない。 

（規程の公表） 

第６条 この規程を定め、又は改廃したときは、公表するものとする。 

（細則の定め） 

第７条 特任教員に係る採用手続、担当授業基準コマ数及び委員会業務等の具体的事項等については、

別に定める「成城大学特別任用教員運用細則」による。 

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て理事長の承認を得なければならない。 

（所管） 

第９条 この規程に基づく特任教員との雇用契約及びその他人事に関する業務は、法人事務局総務部

人事課が所管する。 

附 則 

１ この規程は、この規程が制定された日以降に採用された特任教員から適用する。 

２ この規程は、制定の日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成22年12月６日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成23年12月20日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年３月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成28年11月29日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年３月４日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表１（第３条関係） 

  

 担当科目 職名 任期 再任の可否  

 教職課程科目 教授・准教授・専任講師・助教 ３年 ３回に限り可  

 キャリアデザイン科目 教授・准教授・専任講師・助教 ３年 ３回に限り可  

 国際交流科目 教授・准教授・専任講師・助教 ３年 ３回に限り可  

 データサイエンス科目 教授・准教授・専任講師・助教 ３年 ３回に限り可  
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別表２ 

（第４条関係） 

 

○○年○○月○○日 

 

 

同 意 書 

 

 

   学校法人成城学園 

    理事長 （ 氏 名 ）   殿 

 

（ 氏 名 ）       印  

 

 

 

私は、成城大学の特別任用教員に就任するに際し、大学の教員等の任期に関する法律（平成９年

法律第 82 号)第５条第１項及び「成城大学特別任用教員規程」第４条第２項の規定に基づき、下記

の任期により任用されることに同意します。 

また、任用開始から１年を経た後、私の都合で任期途中に退職する必要が生じたときには、遅滞

なく貴殿に申し出ます。 

 

 

記 

 

 

任期 ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 

以上 

 

 


